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退院支援の専従者
などの配置が

在宅復帰に効果的

入院医療等調査・評価分科会
(2015年7月1日）

「地域連携パス
の実績が少ない
退院調整加算に
整理しては？
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地域連携診療計画管理料
(地域連携クリティカルパス）

総合評価加算
退院調整加算

介護支援連携指導料



退院調整加算の見直し

•退院調整加算の見直し
•（1）施設基準を厳格化するとともに、点数を引き上
げることで退院支援を充実させる
•退院支援に専従する職員が、複数の病棟を担当として受
け持ち、多職種カンファレンスを実施して、入院後早期
に退院支援に着手する体制

•医療機関が他の医療機関などと恒常的に顔の見える連携
体制の整備

•（2）「地域連携診療計画管理料（地域連携クリティ
カルパス」などを、退院調整加算の加算とする



地域包括ケアシステム推進のための取組の強化
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 患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できる
ように、保険医療機関における退院支援の積極的な取組みや医療機関間の連携等
を推進するための評価を新設する。

(新) 退院支援加算１
イ 一般病棟入院基本料等の場合 ６００点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 １,２００点

(改) 退院支援加算２
イ 一般病棟入院基本料等の場合 １９０点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 ６３５点

退院支援に関する評価の充実

［算定要件・施設基準］

退院支援加算１
退院支援加算２

（現在の退院調整加算と同要件）

退院困難な患者の早期抽出 ３日以内に退院困難な患者を抽出 ７日以内に退院困難な患者を抽出

入院早期の患者・家族との面談 ７日以内に患者・家族と面談 できるだけ早期に患者・家族と面談

多職種によるカンファレンスの実施 ７日以内にカンファレンスを実施 カンファレンスを実施

退院調整部門の設置 専従１名（看護師又は社会福祉士） 専従１名（看護師又は社会福祉士）

病棟への退院支援職員の配置
退院支援業務等に専従する職員を病棟に配置

（2病棟に1名以上）
－

医療機関間の顔の見える連携の構築
連携する医療機関等（20か所以上）の職員と

定期的な面会を実施（3回/年以上）
－

介護保険サービスとの連携 介護支援専門員との連携実績 －

「退院支援加
算」が新設され

た

平成28年度診療報酬改定



廃止された項目

(1)新生児特定集中治療室退院調整加
(2)救急搬送患者地域連携紹介加算
(3)救急搬送患者地域連携受入加算
(4)地域連携認知症支援加算
(5)地域連携認知症集中治療加算
(6) 地域連携診療計画管理料
(7) 地域連携診療計画退院時指導料（I）
(8) 地域連携診療計画退院時指導料（Ⅱ）

地域連携パスは
退院支援加算の
加算となった！



計画管理病院

• 地域連携パスの点数も削除され、新たに退院支援加算の加算となった

• 【計画管理病院】
＜削除＞地域連携診療計画管理料 900点

＜新設＞退院支援加算１ 600点
＋

＜新設＞地域連携診療計画加算（退院支援加算） 300点

• 600点＋300点＝900点
点数としては合計900点なので、従来と変更なし

• しかし退院支援加算１の施設要件が要件



計画を受け他へ紹介する病院

• 【計画を受け他へ紹介する病院】
＜削除＞地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 600点

診療情報提供料（Ⅰ）250点
＋

＜新設＞地域連携診療計画加算（診療情報提提供料（1））50点

• 250点＋50点＝300点 600点から半減



地域連携診療計画（通知）

• 地域連携診療計画は、疾患ごとに作成され、一連の治療を担う複数
の保険医療機関又は介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域
密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス
事業者等（以下「Ａ２４６」において「連携保険医療機関等」とい
う。）との間であらかじめ共有して活用されるものであり、病名、
入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、
転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的
な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、そ
の他必要な事項が記載されたものであること。

• また、地域連携診療計画は、患者の状態等により、異なる連携が行
われることが想定されることから、あらかじめ複数の地域連携診療
計画を作成しておき、患者の状態等に応じて最も適切な地域連携診
療計画を選択することは差し支えない。
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退院支援加算１
（600点）＋地域連
携診療計画加算
（300点））
＝900点削除

削除

削除

削除

診療情報提供料
（Ⅰ）250点＋
＜新設＞地域連
携診療計画加算
（診療情報提提
供料（1））50
点
＝300点

脳卒中連携パス
はなくなり

全疾患型の連携
パスとなった！





医療計画と脳卒中連携パス







第6次医療計画～医療計画作成指針～

• ②圏域連携会議

• 圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進
されるよう実施するものである。

• その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機
関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。 26 

• ア構成

• 各医療機能を担う全ての関係者

• イ内容

• 下記の（ア）から（ウ）について、関係者全てが認識・情報を共有した上で、各医療機
能を担う医療機関を決定する。

• （ア）医療連携の必要性について認識の共有

• （イ）医療機関等に係る人員、施設設備及び診療機能に関する情報の共有

• （ウ）当該疾病及び事業に関する最新の知識・診療技術に関する情報の共有

• また、状況に応じて、地域連携クリティカルパス導入に関する検討を行う。


